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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 2 月 13 日開催予定の臨時株主

総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 定款変更の理由 

（１）当社は、平成 21 年 4 月 1 日（予定）をもって、当社の医薬品卸売事業と調剤薬局事業の管理事

業を吸収分割の方法により、当社の完全子会社の東邦ホールディングス株式会社（平成 21 年 4

月 1 日付で東邦薬品株式会社に商号変更予定）とファーマクラスター株式会社にそれぞれ承継

させ、当社を持株会社とする持株会社制に移行する予定であります。これに伴い、商号を東邦

ホールディングス株式会社に変更し、グループの経営機能の役割を担うため事業目的に所要の

変更を行うものであります。なお、当該変更につきましては、平成 21 年 2 月 13 日開催予定の

臨時株主総会に付議される「吸収分割契約承認の件」が原案どおり承認可決され、かつ吸収分

割の効力が生じることを条件として、平成 21 年 4 月１日をもって、その効力が生じるものとい

たします。 

（２）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する

法律」（平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。）が平成21年1月5日付で施行

されたことに伴い、当社定款第７条（株券の発行）を削除し、併せて株券に関する文言の削除

および修正を行うものであります。 

（３）決済合理化法の施行に伴い、「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことにより実

質株主および実質株主名簿に関する文言の削除ならびに修正を行うものであります。 

（４）株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までこれを作成し

て備え置くこととされているため、付則に所要の規定を設けるものであります。 

（５）条文の削除に伴う条数の繰り上げおよび文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。 
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２． 定款変更の内容 

  変更の内容は次のとおりです。 

（下線は変更部分を示します） 

現 行 定 款 変 更 案 

（商 号） 

第１条 当会社は東邦薬品株式会社と称し、英文

ではTOHO PHARMACEUTICAL CO.，

LTD．と表示する。 

 

（商 号） 

第１条 当会社は東邦ホールディングス株式会社

と称し、英文ではTOHO HOLDINGS

CO.，LTD．と表示する。 

（目 的） 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とす

る。 

（新  設） 

 

 

１．～23．（本文省略） 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

（目 的） 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とす

る。 

    １．次の事業を営む国内外の会社の株式

または持分を所有することにより、当該

会社の事業活動を支配・管理すること。

    （１）～（23） （本文は現行どおり）

２．グループ会社に対する経営コンサ 

ルティング業 

３．不動産の売買、賃貸借、仲介・斡 

旋、鑑定評価および管理業務 

４．前各号に付帯または関連する一切 

の事業 

 

(株券の発行) 

第７条 当会社は株式に係る株券を発行する。 

 

（削 除） 

(単元株式数および単元未満株券の不発行) 

第８条 ① （省 略） 

 

② 当会社は、前条の規定にかかわらず

単元未満株式に係る株券を発行しな 

い。ただし、株式取扱規程に定める 

ところについてはこの限りではな 

い。 

 

（単元株式数） 

第７条 （現行どおり） 

 

（削 除） 

(単元未満株主の権利制限) 

第９条 当会社の単元未満株主(実質株主を含 

む。以下同じ。)は、以下に掲げる権利 

以外の権利を行使することができない。

1.～3. （省 略） 

 

(単元未満株主の権利制限)  
第８条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる

権利以外の権利を行使することができな

い。 

1. ～3. （現行どおり） 
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現行定款 変更案 

(株主名簿管理人) 

第10条 ① （省 略） 

② 当会社の株主名簿(実質株主名簿を

含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿お

よび新株予約権原簿は、株主名簿管理人

の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、

株券喪失登録簿および新株予約権原簿へ

の記載または記録、単元未満株式の買取

り、その他の株式ならびに新株予約権に

関する事務は株主名簿管理人に委託し、

当会社においては取扱わない。 

 

（株主名簿管理人） 

第９条 （現行どおり） 

（削 除） 

(株式取扱規程) 

第11条 当会社が発行する株券の種類ならびに株

主名簿、株券喪失登録簿および新株予約

権原簿への記載または記録、単元未満株

式の買取り、その他株式または新株予約

権に関する取扱い、株主の権利行使に際

しての手続等および手数料については、

法令または定款に定めるもののほか、取

締役会で定める株式取扱規程による。 

 

(株式取扱規程) 

第10条 株主名簿および新株予約権原簿への記 

載または記録、単元未満株式の買取 

り、その他株式または新株予約権に関 

する取扱い、株主の権利行使に際して 

の手続等および手数料については、法 

令または定款に定めるもののほか、取 

締役会で定める株式取扱規程による。 

付 則 付 則 

（新  設） 第２条 ① 当会社の株券喪失登録簿は、株主名

簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株 

券喪失登録簿への記載または記録に関す 

る事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当

会社においては取扱わない。 

② 当会社の株券喪失登録簿への記載ま

たは記録は、法令または定款に定めるも

ののほか、取締役会において定める株式

取扱規程による。 

③ 本条は、平成 22 年 1 月 6 日をもっ

てこれを削除する。 

 

（新  設） 第３条 第 1 条および第２条の変更は、平成 21

年 4 月 1 日をもってその効力を生じるものとす

る。なお、本付則第３条は、効力発生日経過後

はこれを削除する。 

 

 

３． 日 程 

定款変更のための臨時株主総会開催日     平成21年2月13日（金） 

定款変更の効力発生日        平成21年2月13日（金） 

ただし、第 1 条（商号）及び第 2 条（目的）の

変更については、平成 21 年 2 月 13 日（金）開

催予定の臨時株主総会に付議される「吸収分割

契約承認の件」が原案どおり承認可決され、か

つ吸収分割の効力が生じることを条件として、

平成 21 年 4 月 1 日（水）に効力が発生するもの

といたします。 

以 上 


